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龍ケ崎市における下水道事業の課題1
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今後、布設後50年経過した老朽化した下水道管路施設が急増

（R7：0km R22：約168km）

下水道管の布設延長

老朽化施設の急増モノ

15年後

老朽化の進行に対して
適切な対応を取らない場合…

道路陥没等の事故が
増加する危険性

１ 龍ケ崎市における下水道事業の課題

引用元（龍ケ崎市管路台帳のデータを基にグラフ化)
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節水型社会の定着や将来的な人口減少により使用料収入は減少の見込み

使用料収入の減少見込みカネ

引用元（龍ケ崎市ホームページのデータを基にグラフ化)

人口の見通し

１ 龍ケ崎市における下水道事業の課題

行政人口が
減少傾向
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ストックマネジメント計画により事業量を抑制しても…

今後多くの施設、設備が標準耐用年数を超過し、管路施設の改築更新費用
は増大の見込み

更新事業費の増大見込みカネ

ストックマネジメント長期的シナリオ

引用元（「2繰龍ケ崎市下水道事業管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託」p.7-9）

１ 龍ケ崎市における下水道事業の課題
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下水道従事職員数は近年横ばい状態であるが、施設の維持管理対応や更新

対応が増加すると考えられるため、職員一人当たりの業務量は今後増

大する見込み

下水道従事職員の負担の増加ヒト

職員数の推移

１ 龍ケ崎市における下水道事業の課題
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官民連携事業の導入検討の必要性2
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

国は下水道事業が抱える課題を解決するための手法の一つとして…

民間の創意工夫を活かし、事業の効率化を向上させることができる

官民連携事業（PPP/PFI）の推進を掲げている。

下水道施設における官民連携事業数（R5.4時点、国交省調べ）

引用元（下水道事業におけるPPP／PFI手法選択のためのガイドライン ）
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

国は令和5年度の「PPP/PFI推進アクションプラン」において、

上下水道事業の官民連携のレベルアップとして新たに「ウォーターPPP」を位置付けた。

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

ウォーターPPPとして新たに位置付け
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

ウォーターPPPは、従来の「コンセッション方式（レベル4）」と、

新たに位置付けた「管理・更新一体型マネジメント方式（レベル3.5）」の総称で、

レベル3.5については4つの要件を満たす必要があることが示された。

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

4要件



11

2 官民連携事業の導入検討の必要性

「管理・更新一体型マネジメント方式（レベル3.5）」の検討を進める際には、

管路施設・ポンプ場・下水処理場等のすべての施設を対象とする必要がある。

※ 対象施設を限定する場合は客観的な情報に基づいた整理が必要

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

国は令和9年度以降の汚水管の改築に係る国費支援に関して、

ウォーターPPP導入が決定済みであることを要件化。

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

ウォーターPPPを導入していなければ国費支援が得られず市の負担が増加するため、

早期の官民連携事業の導入検討が必要
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

国費支援は「社会資本整備総合交付金」、「防災・安全交付金」、個別補助金等が該当し、
汚水管、合流管の管路施設が対象となる。

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

今後、老朽化が急速に進行する管路の改築の事業量に大きく影響する
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導入検討方針（案）3
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3 導入検討方針（案）

本市では、管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）の導入を目指して

検討を進めている。

本市が目指す官民連携事業
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本市では、ウォーターPPPの検討を進めるにあたっては、事業量及び競争性の確保の
観点から、対象区域を市内全域として選定。

市内全域（全市で1処理区）対象
区域

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

3 導入検討方針（案）
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3 導入検討方針（案）

「一旦、すべての施設等を念頭におく」必要があることから、検討開始時点では、

下水道施設に農業集落排水施設を加えての全ての施設を対象とすることを想定。

下水道、農業集落排水事業の全施設 を想定
対象
施設

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

※農業集落排水処理施設（処理場）はR13運転停止の予定のため、対象外とする
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検討対象施設一覧

本市では、以下の施設をウォーターPPP事業の対象として検討を進行している。

3 導入検討方針（案）

事業分類 施設名 単位 数量

公共下水
道(汚水)

汚水中継ポンプ場 箇所 1
マンホール形式ポ
ンプ場（汚水）

箇所 3

流量計（汚水） 箇所 7
管路施設（汚水） km 333.2

公共下水
道(雨水)

雨水排水ポンプ場 箇所 1
マンホール形式ポ
ンプ場、調整池ポ
ンプ場（雨水）

箇所 6

調整池 箇所 3
雨水貯留管 箇所 1
管路施設（雨水） km 88.9

農業集落
排水施設

マンホール形式ポ
ンプ場（汚水）

箇所 11

管路施設（汚水） km 9.1
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検討対象業務一覧

本市では、以下の業務をウォーターPPP事業の対象として検討を進行している。

3 導入検討方針（案）

施設 区分 業務

全体 統括管理 統括管理

全体

施設 区分 業務

計画的調査 計画的調査

修繕計画 修繕計画策定

計画的修繕 計画的修繕

更新計画 更新計画策定

苦情・現地対応 ガス、水道工事立会い

清掃

汚泥収集・運搬（処理区）

計画的維持管理 維持管理(保守点検、水質管理)

計画的点検 消防点検

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ調達 ユーティリティ調達管理

修繕計画 修繕計画策定

計画的修繕 計画的修繕

緊急修繕 緊急修繕

更新計画 更新計画策定

苦情・現地対応 苦情受付・現地確認

緊急対応 災害対応の支援

共
通

計画的清掃

管
きょ

ポ
ン
プ
場

農業集落排水施設（汚水）

施設 区分 業務

清掃

汚泥処理

緊急清掃

ストマネ調査支障汚泥処理、運搬

水質調査 水質検査

計画的調査 計画的調査

緊急調査 緊急調査（カメラ調査）

修繕計画 修繕計画策定

計画的修繕 計画的修繕

緊急修繕 緊急修繕

更新計画 更新計画策定

排水設備関連 排水設備設計審査・確認

現地対応 ガス、水道工事立会い

定期点検

情報管理システム保守

計画的修繕 計画的修繕

計画的巡回

計画的清掃

計画的保守点検

計画的調査 引上げ調査

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ調達 ユーティリティ調達管理

修繕計画 修繕計画策定

計画的修繕 修繕

緊急修繕 緊急修繕

更新計画 更新計画策定

緊急対応 緊急出動

苦情・現地対応 苦情受付・現地確認

緊急対応 災害対応の支援

汚水

管
きょ

計画的清掃

緊急清掃

流
量
計

維持管理

共
通

計画的維持管理
ポ
ン
プ
場
︵

M
P
を
含
む
︶

施設 区分 業務

清掃、汚泥処理

除草・伐採

修繕計画 修繕計画策定

計画的修繕 修繕

更新計画 更新計画策定

排水設備関連 排水設備設計審査・確認

計画的巡回

計画的清掃

計画的保守点検

緊急対応 緊急出動

計画的調査 自家発電切替調査

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ調達 ユーティリティ調達管理

修繕計画 修繕計画策定

計画的修繕 計画的修繕

緊急修繕 緊急修繕

更新計画 更新計画策定（雨水施設を含む）

計画的維持管理 維持管理、清掃等

緊急対応 緊急出動

計画的修繕 計画的修繕

貯留管 緊急対応 緊急出動

計画的清掃 除草・伐採

計画的点検 巡回

緊急修繕 緊急修繕

苦情・現地対応 苦情受付・現地確認

緊急対応 災害対応の支援

雨水

管
きょ

計画的清掃

調整池
ポンプ
機場

調
整
池

共
通

計画的維持管理

ポ
ン
プ
場
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10年間 として検討
契約
期間

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

3 導入検討方針（案）

管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について
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管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について

性能発注を原則とするが、

管路施設は仕様発注から段階的に性能発注への移行を想定

性能
発注

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

仕様発注（従来型） 性能発注

発注者が詳細に仕様を規定し、受注者は
規定された仕様に忠実に業務を実施する
方式

発注者が必要な性能指標を示し、受注者
はそれを達成するために業務を実施する
方式（詳細は受注者側で決定できる）

3 導入検討方針（案）

※今後改定される国のガイドライン、官民対話の結果等を踏まえて内容を検討
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管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について

更新支援型（CMを含まない） を選択することを想定
一体
管理

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

3 導入検討方針（案）
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管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について

仕組みを導入 する予定
※今後改定される国のガイドラインや官民対話の結果等を踏まえて、比率や
内容を検討

ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ
ｼｪｱ

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

導入が必要であるが、実際には発動しなくてもよいとされている

3 導入検討方針（案）
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広域型の検討について4



4 広域型ウォーターの検討

25

茨城県は霞ケ浦常南流域におけるウォーターPPPの広域化、共同化の検討を進めて
います。
本市は流域関連市として、茨城県主導で実施するウォーターPPP事業への参画も視
野に入れております。

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

茨城県 龍ケ崎市

茨城県 龍ケ崎市

・茨城県の主導により、県のウォーターPPP事業企業
体の構成員にならない場合、対象業務において、県
のウォーターPPP受託者が委託先となる。

・段階的案件形成の場合、茨城県のウォーターPPP事
業開始後、龍ケ崎市におけるウォーターPPP事業を同
一受託者（県の受託者）に数年後（1~3年程度）に委
託することなる。
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アンケート調査5
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対象施設・業務の範囲の設定については、客観的な情報（マーケットサウンディング等）に
基づいて行うことが必要。

引用元（下水道部分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版）

マーケットサウンディングの結果を客観的な情報として、

対象施設・業務の範囲、4要件、広域型の検討に活用する

5 アンケート調査
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アンケート調査の概要

実施対象： 龍ケ崎市の下水道、農業集落排水事業に関心を有する民間事業者

実施期間： 令和8年1月14日（水）～令和8年1月30日（金）17時まで

回答方法： Microsoft Forms（回答フォーム）により回答

設問内容： ①本事業への参入形態・参入意欲について

②本市及び本市以外での業務実績について

③ウォーターPPPの対象とする施設・業務について

④対象処理区選定について

⑤官民連携手法について

⑥ウォーターPPP(レベル3.5)の4要件に関する課題・ご意見等

⑦ウォーターPPPの広域化・共同化に対するご意見

⑧その他ご意見等について

本市では、以下の内容でアンケート調査を実施する予定をしております。
ご関心をお持ちの民間事業者様におかれましては、ぜひご協力をお願いいたします。

5 アンケート調査
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今後のスケジュール（案）6 
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今後のスケジュール（案）

ウォーターPPP導入に向けた全体スケジュールは現時点では以下の内容を想定している。

6 今後のスケジュール（案）

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

導入可能性調査
勉強会

第1回
ﾋｱﾘﾝｸﾞ

(今回調査)

第2回
ﾋｱﾘﾝｸﾞ
(予定)

契約手続準備

契約手続の
実施・契約 優先交渉

権者選定
引継
期間

ウォーターPPP

事業開始

◎

導入

公募
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説明内容及びマーケットサウンディングについて、不明点・疑問点等ある場合は、
以下の担当までご連絡ください。

連絡先

担当部署：龍ケ崎市 都市整備部 下水道課

担当者： 松田・萩山

電話番号：０２９７－６０－１５５２

メールアドレス：gesuido@city.ryugasaki.lg.jp



（参考）用語の説明

• 維持管理と更新（改築）の一体マネジメント

維持管理と更新を一体的に最適化するための事業方式であり、維持管理と更新
を一体的に実施する「更新実施型」と、更新計画案の策定やコンストラクショ
ンマネジメント（CM）により地方公共団体の更新を支援する「更新支援型」の

２方式がある。また、この管理・更新一体マネジメント方式を、ウォーター
PPP（レベル3.5）と呼ぶ。

• コンストラクションマネジメント（CM）

発注者の補助者・代行者であるコンストラクション・マネジャー（CMr）が、

技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計の検討や工事発注方式の
検討、工程管理、コスト管理などの各種マネジメント業務の全部又は一部を行
うもの。

• コンセッション（レベル4）

管理者（市）は運営権者（事業者）に運営権を設定。運営権により、運営権者
（事業者）は原則として利用者（市民）から収受する下水道利用料金により事
業を運営する方式。
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（参考）用語の説明

• 性能発注

発注者が求めるサービス水準を明らかにし、事業者が満たすべき水準の詳細を
規定した発注のこと。PFI事業については、仕様発注方式よりも性能発注方式の
方がPFI法の主旨である「民間の創意工夫の発揮」が実現しやすくなる。

一方で、仕様発注（方式）は、発注者が施設の構造、資材、施工方法等につい
て、詳細な仕様を決め、設計書等によって民間事業者に発注する方式。

• ストックマネジメント

長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位
付けを行ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改善を実施し、施設全体を対
象とした施設管理を最適化すること。

• 統括管理業務

適正な事業運営を目的として、維持管理・計画・改築更新等の多岐にわたる業
務を統括的に管理すること。これまで発注者側の役割であったものを、事業者
側が実施するため、ウォーターPPP業務に含む場合は適切な積算により事業費
に反映する。
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（参考）用語の説明

• プロフィットシェア

契約時に見積もった工事費や契約時に見積もった維持管理費が企業努力や新技
術導入等で縮減した場合において、縮減分を官民でシェアする仕組み。

• プロポーザル方式

プロポーザル方式においては、事業者選定の段階において業務内容に応じて具
体的な取り組み方法の提示を求めるテーマを示し、評価テーマに関する技術提
案と当該業務の実施方針の提出を求め、技術的に最適な者を特定する方式。

• マーケットサウンディング（MS・民間市場調査）

事業に対して、民間事業者の関心度合い（参入意欲）、参入条件等の意向のほ
か、事業スキームや必要な検討事項、開示情報等について検討・把握すること
を目的に実施する調査のこと。
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（参考）用語の説明

• JV（共同企業体）

建設企業が単独で受注及び施工を行う通常の場合とは異なり、複数の建設企業
が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体の
こと。

図 JV（共同企業体イメージ）
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（参考）用語の説明

• SPC（特別目的会社）

資産の流動化に関する法律に基づき、当該事業の実施を目的として設立される
法人、ある特別の事業を行うために設立された事業会社のこと。

コンセッション方式（レベル4）では、公募提案する共同企業体が、新会社（＝
SPC）を設立して、建設・運営・管理にあたることが多い。

36（出典）下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版

単独事業者、JV、SPCの比較


